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大船渡労基署ニュース

全国安全週間は７月１日～７日です。６月は全国安全週間の準備期間となっています。今年

度のスローガンは「危険に気付くあなたの目 そして摘み取る危険の芽 みんなで
築く職場の安全」です。
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編集用

労務管理のポイント（フリーランスの取引に関する新しい法律）

フリーランスの取引に関して、新しい法律ができました。この法律は、フリ

ーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、①フリーランスの方と企

業などの発注事業者の間の取引の適正化と②フリーランスの方の就業環境

の整備を図ることを目的としています。

フリーランスとの取引において、発注事業者には、業務委託をした場合

の、書面等による「委託する業務の内容」「報酬の額」「支払期日」等の取引

条件を明示することや発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内の

報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと等の義務(※)が課されます。

※発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務

の内容が異なります。

詳しくは、関係リーフレットをご確認ください。

関係リーフレット

新緑まぶしい季節の訪れからひと月ほど経ちました。会員のみなさまはいかがお過ごしでしょ
うか。
この号がみなさまのお手元に届くころには全国安全週間準備月間（6月1日から6月30日）を迎

えていることと思います。令和6年度のスローガンは「危険に気付くあなたの目 そして摘み取
る危険の芽 みんなで築く職場の安全」です。近年は中高年齢の労働者が増えていることもあり
、事業場内で転倒し骨折する災害が全国的に増加傾向にあります。転倒の原因には「滑り」や「
つまずき」などがありますが、「滑り」について、履いている靴の靴底がすり減っていると転倒
する危険が高まるところ、従業員が履いている靴のすり減り具合を定期的に点検している事業場
はあまり多くないように思います。全国安全週間準備期間における取組みとして、従業員が履い
ている靴の靴底の状態のチェックを加えてみてはいかがでしょうか。

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Flag_of_safety_and_health.svg


令和６年度の労災保険・雇用保険の年度
更新手続きは
6月３日（月）から7月10日（水）

までとなります。
年度更新申告書は5月末頃にお手元に届く
予定となっておりますので、期間内に手
続きをお願いいたします。
また、例年年度更新時期は監督署の混雑
が予想されますので、電子申請での手続
きが便利です！

◆高年齢労働者の労働災害増加◆
60歳以上の労働者について、休業4日以上

の労働災害発生件数は増加傾向にあります。
発生している労働災害のうち、転倒、墜落

災害の発生率が高く、女性で顕著となってい
ます。
加齢に伴う、身体機能の低下が高年齢労働

者の労働災害件数増加の要因のひとつである
と考えられます。
高年齢労働者の労働人口はこれから増加す

ることが見込まれることから、労働災害を防
止し、高年齢労働者が安心して働ける職場環
境の改善が重要となります。
職場環境の改善に向けた取組を行うにあた

っては「エイジフレンドリーガイドライン」
を参考にしましょう。


